
名称 目的 対象・要件 内容 問い合わせ先

出前トーク 地域のグループの会合
へ、市の担当職員が出向
いて、市政情報をわかり
やすくお伝えし、意見交
換を行い、まちづくりに
ついてともに考える

市内在住・在勤・在学の概
ね20人以上のグループ（政
治・宗教・営利を目的とし
た催しを除く）

市政の説明1時間、意見交換30分の
概ね１時間30分
テーマ集から希望する日の2週間前
に申し込む。無料。会場費は利用者
（主催者）負担

市民参画推進
局広聴課
322-5174

地域集会所新
築等補助

自治会、町内会などの自
治組織が集会所を建設・
整備する場合に、建設費
（用地費、建物撤去費等
を除く）の一部 を助成す
る

(1) 地域の自治組織が設置
および運営し、住民福祉の
ために利用する施設
(2) 会議や集会に必要な施
設を備えている
(3) 組織の加入者の同意が
ある
(4) 建設等の工事費が15万
円以上
(5) 当該年度末までに完了
する整備
(6) 会議及び集会に必要な
設備を備えている
(7) 建築基準法その他の法
令に適合するもの

・補助率　2/3
　　（バリアフリー化は3/4）
・限度額
　新築・建物購入　　1,200万円
　増改築　　　　　　　600万円
　修繕　　　　　　　　300万円
　バリアフリー化　　　225万円
　　(新築、増改築に併せて実施す
　　る場合に上乗せで補助）

市民参画推進
局地域力強化
推進課
322-5170

各区まちづく
り（推進）課
（8ページ参照）

広報掲示板の
設置等補助

自治会、町内会などの自
治組織が広報掲示板の設
置等を行う場合に、経費
の一部を助成する

自治会、町内会などの自治
組織

各区で内容が異なりますので、詳し
くは各区まちづくり（推進）課まで

各区まちづく
り（推進）課
（8ページ参照）

パートナー
シップ活動助
成

他の支援制度の枠組みを
超えた取り組みで、その
初動期の取り組みを支援
することで、市民と市
民・市民と市の協働を進
め、地域の力を高めてい
く

地域組織・ＮＰＯ・実行組
織など（営利を追求するこ
とを主目的とする団体・暴
力団関連団体を除く）

市民が自ら企画・提案・実施するよ
りよい地域づくりのための活動（地
域課題の解決や地域の活性化につな
がる活動）について、市民から募集
し、公開の提案会、審査会を経て助
成を行う

協働と参画の
プラットホー
ム
321-3921

地域提案型活
動助成

地域での課題解決のため
に地域で実施していく活
動について活動経費の一
部を助成する

活動を実施する団体 各区で内容が異なりますので、詳し
くは各区まちづくり（推進・支援）
課まで

各区まちづく
り（推進・支
援）課
（8ページ参照）

地域コミュニ
ティ基礎講座

自治組織の新任役員を対
象に、地域活動を行うう
えで基礎的な知識を習得
してもらうことで、自治
組織の地域活動を支援す
る

自治組織の新任役員 自治組織に関する講義、ワーク
ショップ実施、その他

市民参画推進
局地域力強化
推進課
322-5170

ＮＰＯ等育成
アドバイザー
派遣事業

組織運営・経営に関する
課題について、自ら課題
解決に意欲的なＮＰＯ等
に対して、ＮＰＯの活動
目的・内容を熟知したア
ドバイザーを派遣し、各
団体の実情に応じた適切
な指導を行うことによ
り、それぞれの課題を解
決する手法を探るととも
に、その取り組みを通じ
て組織基盤の育成・強化
を図る

神戸市内に事務所を置くＮ
ＰＯ法人・任意団体、地域
団体（自治会等）

ＮＰＯ等団体の活動目的・内容等を
熟知したアドバイザーを団体に派遣
し、各団体の実情・課題に応じた適
切な指導を行うことにより、課題の
解決とともに、その取り組みを通じ
て組織基盤の育成・強化を図ること
で、自らマネジメント力向上を目指
す団体を支援する

協働と参画の
プラットホー
ム
321-3921

　神戸市では地域団体のみなさんの様々な活動についていろいろな支援を行っています。
神戸市の地域活動への支援制度についてご紹介しますので、ご活用ください。

　神戸市のホームページでもご覧いただけます。(『地域活動への支援制度』で検索してください。)

地域活動地域活動地域活動地域活動へのへのへのへの支援制度一覧支援制度一覧支援制度一覧支援制度一覧

１．地域活動を進めるために
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名称 目的 対象・要件 内容 問い合わせ先

こうべＵＤサ
ポーターによ
るユニバーサ
ルデザイン出
前学習会

地域活動をされている
方々を対象にユニバーサ
ルデザインについての関
心・理解を深めていただ
き、日常の活動・生活に
活かしていただく

市内在住・在勤・在学の概
ね10人以上のグループ（政
治・宗教・営利を目的とし
た催しを除く）

「こうべUDサポーター」と呼ばれる
市民講師がより身近な事例などを紹
介し、わかりやすく講演します。
・UD基礎講座　40～100分程度、
ワークショップ等も開催可能（事前
打ち合わせ要）
・開催2週間前に問い合わせ先まで
申込
・無料（ただし、会場費は利用者負
担）

保健福祉局総
務部計画調整
課
322-6243

老人クラブへ
の補助

高齢者の生きがいと健康
づくりのために、自主的
に組織し運営する老人ク
ラブの活動に対して助成
する

おおむね60歳以上で、活動
が円滑に行われる程度の同
一小地域内に居住する30人
以上の会員で組織する老人
クラブ

結成補助金　結成時　 10,000　円
運営補助金　年額　 　63,600　円
活動補助金　年額　会員数に応じ、
年額38,000円～　116,400円

保健福祉局高
齢福祉課
322-5223

ふる里一誇事
業（里づくり
支援事業）

地域住民の多くが参加
し、地域の特色を活か
し、誇りを持って取り組
む事業として支援する

里づくり協議会等 里づくりイベントの推進、都市農村
交流活動の推進、農作物等のブラン
ド化の推進等

産業振興局農
政計画課
322-5353

こうべまちづ
くり学校

様々なまちづくりの情報
を、わかりやすく提供
し、まちづくりについて
総合的に学び、考えるこ
とのできる場を提供する
ことで身近なまちづくり
について関心をもってい
ただく

市民一般 ①基礎講座（5回、5～6月）
　神戸のまちの成り立ちや安全・安
心のまちづくり、市内各地域のまち
づくりの取り組みなどまちづくりに
関する基礎的なことを学びます
②専修講座（全7コース　各3～6
回、9月～1月）
　地域活動の知恵、防災・防犯、ま
ちなみ、まちづくりなど、いくつか
のコースにわかれて、それぞれの分
野についてより詳しくまちづくりに
ついて学びます

こうべまちづ
くりセンター
361-4523

まちづくり活
動助成

住環境の保全や改善、良
好なまちなみ形成など市
街地の計画的な整備を推
進する地元組織の活動
費、まちづくり計画策定
経費等の一部を助成し、
まちづくりを促進する

まちづくり協議会等 まちづくり活動に要する経費の一部
を助成
①構想・計画作成
②まちづくりニュース等の発行
③会議、ワークショップの開催
④アンケート調査　　　　等

都市計画総局
まち再生推進
課
322-5483

各区まちづく
り（推進）課
（8ページ参照）

まちづくり専
門家派遣

まちづくり協議会等が、
まちづくり構想等の作成
や住環境の維持・改善を
していくためのルールづ
くりを行う場合などに、
まちづくりアドバイ
ザー・まちづくりコンサ
ルタントを派遣し、技術
的・専門的な支援を行う

まちづくり協議会等 こうべまちづくりセンター内に設置
された「こうべすまい・まちづくり
人材センター」に登録した専門家を
地域の実情に応じて派遣し、まちづ
くり活動を支援する
①まちづくりアドバイザー派遣
　これからまちづくりを考えようと
する地域の方々に対し、まちづくり
や建築物の共同化・協調化等に関す
る講演、アドバイスを行う
②まちづくりコンサルタント派遣
　まちづくり活動を行うまちづくり
協議会等に対して、まちづくり方針
や構想・計画の作成、建築物の共同
化・協調化などの基本計画や事業計
画の作成などを支援するために、専
門家を派遣

都市計画総局
まち再生推進
課
322-5483

各区まちづく
り（推進）課
（8ページ参照）

KOBEまなびす
とネット　生
涯学習市民講
師登録制度

市民相互が気軽に学びあ
い，教えあう生涯学習社
会づくりを進める

神戸市内に活動拠点を置く
５人以上のグループ，サー
クル等の団体または学校

豊富な知識・経験，優れた技術や技
能をボランティア活動をして教える
市民を登録，紹介する
※交通費として，１回3,000円必要

神戸市生涯学
習支援セン
ター（コミス
タこうべ）
251-4732
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名称 目的 対象・要件 内容 問い合わせ先

違法駐車等追
放推進地域活
動助成

違法駐車等が特に多く、
市民運動の盛り上がりの
見られる地域を地域から
の申請に基づき、違法駐
車等追放推進地域に指定
するとともに、資材の提
供その他必要な助成を行
い、住民運動を支援し違
法駐車の防止を図る

違法駐車等追放推進地域 ①活動経費の助成
②活動に必要な資材の提供

各区まちづく
り（支援）課
（8ページ参照）

消費者学級活
動助成

社会経済環境の変化や規
制緩和の進展に伴い、消
費者には確かな知識や判
断力を身につけ適切に行
動することが求められて
いることから、消費者と
しての自立を図る

消費者によって自主的に組
織された15人以上の神戸市
民で構成されたグループ
で、消費生活やくらしに関
する学習活動を年間6回以上
かつ12時間以上行うこと

消費生活に関する問題を自主的に学
習するグループを「消費者学級」と
して運営を支援する

市民参画推進
局消費生活課
322-5185

くらしのいき
いきトーク

悪質商法による被害を未
然に防ぐため、また、く
らしに役立つ身近な事柄
について学習していただ
くため、専門の講師の派
遣を無料で行う

概ね15人以上のグループ ・月～金曜日（祝日は除く）9時～
16時の間
・約１時間（30分～90分でご希望の
時間に合わせます）
・神戸市消費者協会より派遣
・講師謝礼等は一切不要
・会場（場所）の確保をお願いしま
す
・毎月15日締め切り

市民参画推進
局消費生活課
322-5185

「くらしに役
立つ消費生活
講座」講師派
遣

消費者教育の必要性の高
まりに対応するため、
「神戸コンシューマー・
スクール」を開校し、こ
こで養成した消費者問題
の専門家（消費生活マス
ター）を学校や地域への
講師として派遣し、消費
者問題について最新情報
を届ける

概ね15人以上のグループ 講師テーマ一例（ご要望をお聞きし
て、プログラムを構成）
・高齢者が悪質商法の被害にあわな
いために
・製品の安全
・住宅リフォームに関するトラブル
など
・有償　※無償派遣制度あり

市民参画推進
局消費生活課
322-5185

青少年育成地
域活動の充実

地域ぐるみでの青少年の
健全育成及び青少年を取
り巻く環境の整備

地区青少年育成協議会（11
地区：事務局　各区まちづ
くり課又はまちづくり支援
課）

目的を達成するため、以下に掲げる
事業を行っている
①青少年育成活動に関する総合的な
施策を企画立案し、さらにその効果
的な実施に必要な関係機関相互の
ネットワークの形成を図ること
②青少年が自立できる環境づくりの
推進、並びに青少年を非行等からま
もる環境づくりの促進を図ること
③その他地区青少年育成協議会の目
的を達成するために必要な事業を行
うこと

市民参画推進
局青少年課
322-5182

青少年育成委員を構成員
とする青少協支部におい
て、地域ぐるみでの青少
年の健全育成と非行防止
に取り組む

青少年育成協議会支部 目的を達成するため、以下に掲げる
事業を行っている
①家庭への啓発活動
②地域ぐるみの健全育成活動
③有害環境浄化活動
詳細については、地区により異なる

各区まちづく
り（支援）課
（8ページ参照）

２．安全で安心なまちづくりのために
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名称 目的 対象・要件 内容 問い合わせ先

地域による青
少年の居場所
づくり事業

青少年の居場所として、
青少年の自主的な活動を
より活性化する

地域で、青少年の健全育成
を目的に、主として地域住
民で組織され、継続的な活
動を行っている青少年育成
団体、青少年団体

以下のような事業を実施する団体に
対して助成を行う
①青少年のコミュニケーションの場
の運営
　おしゃべり広場、青少年とのふれ
あい喫茶、スポーツ広場など
②青少年のサークル活動の支援
　音楽活動、ボランティア活動、野
外活動、農業体験活動、空き店舗を
活用した経営体験など
③青少年によるイベントの企画運営
の支援
　音楽イベントの青少年による実行
委員会など
④青少年が主体として活動する異世
代との交流事業
　中高生による小学生を対象とした
昔遊び塾、大人と青少年のフォーラ
ムなど

市民参画推進
局青少年課
322-5182

青少年の情報
活用能力育成
事業

今後ますますパソコンや
携帯電話などの普及が進
んでいくなかで、これら
のメディアが持つ利便性
と危険性を子どもと大人
の双方が認識し、正しい
活用能力（メディアリテ
ラシー）を養ってもらう

地域で、青少年の健全育成
を目的に、主として地域住
民で組織され、継続的な活
動を行っている青少年育成
団体

携帯電話をはじめとするメディアの
正しい利用方法や課題についての学
習会や講演会などの事業を実施する
団体へ助成する

市民参画推進
局青少年課
322-5182

ふれあいのま
ちづくり助成

地域での住民相互の助け
合いを支援するため、ふ
れあいのまちづくり協議
会が主体的に取り組む福
祉、環境、防災、教育
等、さまざまな分野にお
ける地域活動について、
その経費の一部を助成す
る

ふれあいのまちづくり協議
会が実施する様々な地域活
動
(1)福祉意識を高める事業
(2)仲間づくりを進める事業
(3)住民相互の生活支援事業
(4)その他、地域からの提案
による分野を問わない活動
（提案型活動）

①福祉意識を高める事業（講習・学
習会開催や福祉施設等との交流な
ど）…回数に応じて　年5,000～
20,000円
②仲間づくりを進める事業（障害者
との交流、ふれあいサロン、子育て
サークルなど)…回数に応じて　年
3,000～36,000円
③住民相互の生活支援事業（地域デ
イサービス、地域リハビリ、家事援
助サービスなど)…1回につき250～
3,000円
運営補助として30,000円
運営補助併せ年60,000～66,000円以
内
④地域の課題改善や地域特性を生か
した活動で区が特に必要と認めた事
業…200,000円以内

各区まちづく
り（支援）課
（8ページ参照）

ひとりぐらし
高齢者ふれあ
い給食会活動
助成

ひとりぐらし高齢者にふ
れあい交流の場を提供す
るとともに、地域コミュ
ニティへの参加を促し閉
じこもりや地域での孤立
を防ぐ

65歳以上のひとりぐらし高
齢者を対象に、定期的（月1
回以上）に給食会活動を実
施する地域の福祉活動団体
やボランティア団体

地域福祉センターや地域の集会所な
どで定期的に給食会を開催するグ
ループに対し、各区社会福祉協議会
を通じて必要な活動経費の一部を助
成する

各区社会福祉
協議会
（8ページ参照）

ひとりぐらし
高齢者友愛訪
問活動助成

ひとりぐらし高齢者の福
祉増進と地域住民の連帯
感を高めるために、ひと
りぐらし高齢者の安否の
確認や話し相手など友愛
訪問活動を行うボラン
ティアグループに対し、
必要な活動経費の一部を
助成する

地区民生委員児童委員協議
会を範囲として、原則5人以
上、5人以上が困難な場合は
3人以上の友愛訪問ボラン
ティアで構成され、3人以上
の概ね65歳以上のひとりぐ
らし高齢者を週1回以上訪問
するグループで、区社協が
認めたもの

地区民生委員児童委員協議会、友愛
訪問活動グループに対し、必要な活
動経費の一部を助成する

各区社会福祉
協議会
（8ページ参照）
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名称 目的 対象・要件 内容 問い合わせ先

子ども会活動
助成

地域の子ども会の育成と
活動の支援を図り、児童
の健全育成に資するた
め、子ども会に対して助
成する

(1)同一地域において20人以
上の就学前3年～中学生によ
り構成され、地域内の全児
童を対象に活動している子
ども会であること
(2)子ども会を支援する地域
住民が参加した育成組織が
確立されていること
(3)適格な指導者又は育成者
によって継続的な活動が期
待できること
(4)区子ども会連合会に単位
子ども会として結成届を提
出し、区子ども会連合会に
加入していること
(5)全国子ども会安全会への
加入、またはそれと同等の
保険(共済)制度に加入して
いること

＜単位子ども会に対する補助＞
助成額（年額）
新規結成助成額
　　　1単位5,000円と子ども会の会
旗１組
単位活動助成
　　　20人～29人　20,000円
　　　30人～49人　27,000円
　　　50人～99人　35,000円
　　100人～199人　48,000円
　 200人以上　　　61,000円
モデル子ども会活動助成
　　 1単位30,000円

神戸市子ども
会連合会
366-3774

各区まちづく
り（支援）課
（8ページ参照）

子育てｺﾐｭﾆﾃｨ
育成事業

児童館施設を地域に開放
することを推進し、児童
館施設を活用した日祝日
開放や行事を実施するこ
とにより、地域における
子育てコミュニティづく
りを推進する

開放委員会（自治会・婦人
会・老人クラブ等地域団体
の代表者・子ども会・青少
年育成協議会の代表者・民
生委員児童委員・主任児童
委員で構成する）

委託費（年額）
開放委員会配分
１児童館当たり  100,000円

保健福祉局子
育て支援部児
童育成係
322-5210

母子健康づく
りグループ支
援事業

核家族化や少子化などに
より、育児の孤立化が懸
念される中、母子の心身
両面の健康保持・増進の
ために、地域での支援体
制の強化を推進する

妊婦及び乳幼児とその保護
者からなる育児グループ・
サークル

親子遊び、健康や育児のための各種
プログラム、保健師等による活動支
援（指導・助言・意見交換）を通じ
た仲間づくり

各区子育て支
援係
（8ページ参照）

介護予防リー
ダー育成・地
域支援事業

地域において介護予防の
自主的な取り組みをすす
めるためのリーダー育
成・活動を支援する

ふれあいのまちづくり協議
会等

介護予防や健康づくりに取り組む地
域団体等を対象に介護予防リーダー
を育成。そのリーダー活動を継続的
に支援することにより、地域におい
て高齢者が顔なじみの仲間とともに
介護予防の取り組みを続けられる自
主活動の場の確保と高齢者の心身機
能の低下防止・維持向上を図るため
に、研修会・連絡会・専門職の巡回
相談等を実施する

保健福祉局健
康づくり支援
課
322-6517

健康こうべ21
市民推進員制
度

個人の健康づくりにとど
まらず、家族や仲間、地
域、職域での健康づくり
の輪を広げ、積極的に健
康づくりに取り組む市民
を増やすとともに、｢新・
健康こうべ21｣の普及啓発
を図る

市内在住、在勤、在学等の
者で、家庭、地域、学校・
園、職域等で健康づくりに
取り組まれている方

地域での健康啓発活動に継続的に取
り組めるよう、講演会や地域での健
康づくりイベントの情報を提供する
とともに、自主的な健康づくりグ
ループ活動等の支援を行う

保健福祉局地
域保健課
322-6511

私道の街灯助
成

夜間の交通安全と防犯を
目的に、昭和３９年度よ
り市民と市が協力して
行っている「光のまち神
戸」運動の一環として、
私道の街灯の新設・取
替・維持管理経費の一部
を助成する

自治会・管理組合等の地域
団体で設置及び管理してお
り、かつ道路を照明してい
る街灯（ただし、広告灯な
ど営業用に供している街灯
は除く等の基準あり）

助成額（年間１灯あたり）
①電気料金・電球代の年間経費
2,000円
②灯具（かさ・器具）等の新設・取
替経費　助成率2/3以内　限度額
2,400円
（32Ｗ灯具の新設・取替経費　助成
率2/3以内　限度額6,000円）
③支柱の新設・取替経費　助成率
1/2以内　限度額20,000円

建設局道路部
管理課
322-5381
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名称 目的 対象・要件 内容 問い合わせ先

灯かりのいえ
なみ協定アド
バイザー派遣

地域が主体となって「灯
かりのいえなみ協定」を
締結することで、夜間に
おける防犯対策や美しい
夜間景観形成に取り組む

「灯かりのいえなみ協定」
を締結しようとする地域の
市民団体等

「灯かりのいえなみ協定」を締結し
ようとする市民団体等に対して、専
門的助言・相談支援業務を行うアド
バイザーを派遣する

都市計画総局
建築安全課
322-5612

すまいるネッ
ト出前講座

悪質訪問販売被害など
の、すまいに関するトラ
ブルの事前防止

婦人会、老人クラブ等が実
施する「ふれあい昼食会」
など地域の会合

すまいるネットの職員が地域の会合
に出かけて、すまいに関する情報提
供を行う
所要時間は既存の会合にあわせ、10
分程度からの実施が可能
テーマは
１．悪質訪問販売にご注意！
２．すまいのリフォーム　など、
時間・テーマ等ご相談します

すまいの安心
支援センター
222-0186

神戸市防災福
祉コミュニ
ティ育成事業

地域において自主防災活
動を実施する、防災福祉
コミュニティに対して、
その組織の運営や活動を
支援する

防災福祉コミュニティ（自
治会、婦人会、ふれあいの
まちづくり協議会、消防団
等）

防災福祉コミュニティが結成される
と、結成の翌年度から運営活動費・
提案型活動費を助成する

消防局予防課
322-8510

美緑花重点ス
ポット美化活
動助成

市が設定する重点スポッ
ト（不特定多数の人が往
来する公共的な場所）に
おいて住民団体が実施す
る継続的な美化活動を助
成することにより、美し
い魅力あふれるまちの実
現を目指す

市内の自治会、婦人会、老
人クラブ、子ども会その他
の地域住民団体等（構成世
帯又は構成員の数が概ね20
世帯又は20人以上の団体）
で、原則年4回以上の美化活
動を実施すること

市が設定する重点スポット（不特定
多数の人が往来する公共的な場所）
において住民団体が実施する美化活
動に対する助成

環境局地球環
境課
322-5313

私道舗装等助
成制度

私道対策については、
「用地寄付による公道
化」を基本として私道の
公道化を進めているが、
用地の関係や構造上の問
題などで公道化できない
私道の整備を促進するた
め、地元で舗装工事等を
行う場合に、標準工事費
の2/3（下水道が敷設され
ている場合で市が認めた
場合は5/6）を助成する

私道舗装等の工事を実施す
る地元

助成の対象は、①私道の舗装、②側
溝の整備、③私橋の整備、④危険防
止施設の設置
原則として次の基準を満たすこと
(ｱ)道路幅員が1.5ｍであること
(ｲ)不特定多数に利用されているこ
と
(ｳ)地主の了解があること及び関係
住民が舗装等の要望をしていること
(ｴ)道路ができてから3年以上経過し
ていること
(ｵ)再助成の場合、前回の助成後10
年以上経過していること

建設局道路部
管理課
322-5382

道路愛護地域
活動事業（道
路愛護団体）

市内の道路において、清
掃・草刈り等の道路愛護
活動を継続的に行ってい
る市民団体に対し、報償
金を支給する

道路愛護活動を行うための
市民団体で、継続的に活動
を行っている団体

市内の道路の清掃・草刈り・不法投
棄物の回収・その他簡易な道路の維
持・補修活動を行っている市民団体
に対し、報償金を支給する

建設局道路部
管理課
322-5385

はり紙、はり
札、立看板除
却事業

道路又は道路占用物件等
に違法に貼られ、設置さ
れることにより、道路交
通の障害となりまちの美
観を損ねている、はり紙
等の除却を自主的に行う
場合、活動を支援する

はり紙等の除去を行うこと
が適当と思われる地域団体
で市長と協定を締結した団
体

お住まいの地域で、はり紙等の除却
を行っていただく

建設局道路部
管理課
322-5385

まちの美緑花
ボランティア

身近な公共空間である公
園を愛着を持ってお世話
していただくとともに、
活動を通じて地域コミュ
ニティ形成の場として活
用していただく

自治会、婦人会、老人クラ
ブ、子ども会、ボランティ
ア団体、ＮＰＯ、企業等

管理をお願いする公園の面積、選択
作業の内容に応じて、活動の一部費
用として助成金を支給する

建設局各建設
事務所
（8ページ参照）

３．美しいまちづくりのために
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名称 目的 対象・要件 内容 問い合わせ先

市民公園制度 地元住民が管理者とな
り、神社仏閣の境内地や
遊休地等都市空間を公園
的に利用する

自治会、婦人会、老人クラ
ブ、子ども会等

①施設助成
　　フェンス・遊具等の供与
②管理助成
　　管理に要する費用を助成

建設局各建設
事務所
（8ページ参照）

市民花壇制度 公園・街路・広場・空地
などを活用し、市民が自
主的に花壇を設置し育
成・管理することによ
り、地域の環境美化とコ
ミュニティづくりに役立
てる

自治会、婦人会、老人クラ
ブ、子ども会、緑化を目的
としたボランティア団体な
ど

①花壇育成管理費用の一部助成
　年額15,000円
（ただし、新規承認年度は承認時期
に応じて15,000円上限）
②花苗の一部助成　年3回計720株上
限

建設局各建設
事務所
（8ページ参照）

緑と花の市民
協定

地域や中低層住宅にお住
まいの方々が花やみどり
を育てるための協定を結
び、相当の区間・区域の
土地等において飾花・緑
花を進める取り組みを支
援する

地域で緑や花を育てること
を目的とする団体（自治
会・管理組合・その他任意
団体でも可）

①苗木又は草花等の助成
　　　１戸あたり年間１回程度
②連絡助成金の交付
　　　1協定あたり年間10,000円

建設局公園砂
防部緑地課
322-5427

県民まちなみ
緑化事業

都市地域においてより一
層の防災上の向上や環境
改善を図るために県民が
実施する緑化活動に対し
て助成を行う

地域団体・ＮＰＯ等（構成
員が10人以上）

地域が行う苗木植栽、緑地整備等 建設局公園砂
防部緑地課
322-5427

ふれあい市民
緑地

市街地やその周辺にある
樹林等において、土地所
有者の協力のもとに、市
民団体が樹林の手入れな
どの里山活動を行うこと
によって市街地にある緑
地の保全育成を図る

神戸市内にある団体に限
る。３年以上継続して活動
すること。土地所有者の了
解を得られること等

市は、里山活動の場を求めている市
民団体と、樹林の維持管理に困って
いる土地所有者との仲介や調整を行
い、市民公園制度に基づく｢ふれあ
い市民緑地｣の認定や、市民団体へ
の助成等を行う

建設局公園砂
防部計画課
322-5424

河川愛護活動
に対する報奨
金

河川愛護団体が行う河川
愛護活動を支援し、市民
の河川愛護思想の普及高
揚を図る

河川愛護団体（神戸市河川
愛護要綱に基づき河川愛護
団体結成届を受理した団
体）

河川美化活動の実績に応じて、一団
体あたり基本額30,000円及び作業延
長に応じた加算額5,000円～40,000
円を助成。
ただし、兵庫県河川愛護アドプト事
業による支援を受けている団体につ
いては、同事業による河川美化清掃
活動に対する支援が行われない場合
に限り、報奨金を支給

建設局下水道
河川部河川課
322-5466

景観形成助成 景観形成市民団体等が行
う景観形成の取り組みを
支援し、魅力ある都市景
観の形成を図る

景観形成市民団体等 都市景観の形成に資する建築物や外
構の修景整備など

都市計画総局
計画部まちの
デザイン室
322-5484

エコタウンま
ちづくり

循環型社会の実現をめざ
して、市民のみなさんが
主役となって積極的に環
境にやさしい行動を選択
しながら生活していくま
ち（エコタウン）づくり
に、取り組む地域を支援
する

概ね小学校区を活動範囲と
して、既に活発な活動をし
ている地域団体（ふれあい
のまちづくり協議会、婦人
会、自治会、ＮＰＯ等）
で、エコタウン活動に関す
る広報紙を年１回以上発行
し、活動範囲の全戸に配布
すること

①基本必須メニューの広報活動の実
施
②市が提案する取組メニュー（又は
地域が独自に企画する環境にやさし
い取組み）の実施
これらのエコタウン活動に対し、市
は活動へのアドバイスや情報提供の
ほか、活動に応じて一定の助成を行
う

環境局地球環
境課
322-6427

４．環境にやさしいまちづくりのために
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名称 目的 対象・要件 内容 問い合わせ先

市民の水辺保
全事業

水辺を中心とした水環境
とのふれあいを通じて、
市民のみなさんが自然に
関心を持ったり環境問題
を考えるきっかけづくり
を行う

一般市民、水辺団体、NPO、
学校

市内における環境保全活動の充実と
連携の強化を図るため、昭和56年よ
り「神戸市市民の水辺連絡会」を結
成し、団体間の情報交換等を行う連
絡会議（年1回）の開催や、市民に
対して市内清掃活動への参加を呼び
かける「一斉清掃活動」の実施、水
辺をテーマとした子どもたちへの環
境教育や地域の環境保全活動を支援
するための「水辺教室」開催にかか
る資材提供等

環境局地球環
境課
322-6678

市民による里
山保全活動の
支援

活動団体との情報交換を
密接に行いながら、市民
のみなさんの里山保全活
動を支援し、活動の幅を
広げていく

市内の里山の維持管理活動
及び普及・啓発活動を主た
る目的としている団体

①里山保全活動団体への情報提供や
機材貸出等の支援
②立ち上げ期の団体に対する活動助
成

環境局地球環
境課
322-6678

資源集団回収
活動助成制度

古新聞などの古紙類をリ
サイクルのために回収す
る地域団体に対して助成
を行い、市民主体のリサ
イクル活動を促進する

自治会、婦人会、ＰＴＡ、
老人クラブ、子ども会、そ
の他地域団体（要登録）

・回収方式： 回収品目 …助成金額
（回収量1kgあたり）
拠点回収方式 ：古紙3品（新聞、雑
がみ、段ボール） … 2円
拠点回収方式 ：その他（牛乳パッ
ク、古着・古布など）… 3円
各戸回収方式： 古紙3品（新聞、雑
がみ、段ボール   … 1円
・回収回数が月1回以下の登録団体
が、拠点回収方式を月1回以上追加
することにより、月2回以上の回収
とした場合…助成額10,000円
・新規登録団体が、月2回以上（う
ち1回以上は拠点回収とする）の回
収とした場合…助成額10,000円

環境局減量リ
サイクル推進
課
322-5344

神戸市 市民参画推進局 地域力強化推進課

電話:078-322-6486　FAX:078-322-6115

■お問い合わせ先一覧■

□市役所（代表番号）　電話：331-8181

□区役所（まちづくり課、まちづくり推進課、まちづくり支援課、子育て支援係）
　（各区役所代表番号）
  東灘区役所　電話：078-841-4131　　 　灘区役所    電話：078-843-7001　　  中央区役所　電話：078-232-4411
  兵庫区役所　電話：078-511-2111 　　　北区役所    電話：078-593-1111 　　 長田区役所　電話：078-579-2311
  須磨区役所　電話：078-731-4341 　　　垂水区役所  電話：078-708-5151　　　西区役所　　電話：078-929-0001

□区社会福祉協議会
　各区役所内に事務所があります。お問い合わせ先は各区役所と同じです。

□建設事務所
　東部建設事務所（東灘区・灘区）電話：078-854-2191　　　　中部建設事務所（中央区・兵庫区）電話：078-511-0515
　北建設事務所（北区）　　　　  電話：078-981-5191    　  西部建設事務所（長田区・須磨区）電話：078-742-2424
  垂水建設事務所（垂水区）　　　電話：078-707-0234   　   西建設事務所（西区）　　　　　  電話：078-912-3750
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